
各種制度の利用について 

 

1． 教育訓練給付制度をご利用の方へ （ご利用の方のみお読みください） 

本学大学院修士課程は教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座の実施大学院です。また、本講座

は、受給資格のある方が出願時に申請することで利用が可能になる制度です。 

制度の利用方法、給付額、給付資格等については、厚生労働省開設のホームページ等にて確認して

ください。 

※ 本制度利用には雇用保険支払い期間等の条件がありますので、各自で事前に受講者本人の住所を

管轄するハローワークへ受給資格の有無を必ず確認し、申請してください。（※雇用保険の加入の

ない方（公務員等）はご利用いただけませんのでご注意ください。）詳しくは厚生労働省のHP 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.ht

ml）を参照してください。 

 

本制度を利用して放送大学の講座を受講するにあたり、コースを選定するために必要な情報 

（https://www.ouj.ac.jp/admission/gakuin/training-education-benefits/）を必ず確認して 

ください。 

 なお、大学院で開講の教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座（4 コース）は 3 年毎に指定講座

として厚生労働省に再指定を受けています。 

 これに従い、再指定を受けることができなかった場合、講座の受講を申請いただいても、制度を

利用いただけないことがあります（この講座は 2023 年 4 月に再指定を受けています ※再指定の

時期に上記の講座を受講希望され、入学願書をご提出いただいた場合でも、必ずしも再指定が認め

られるとは限りません。再指定が認められた際には本学ウェブサイトの明示書に記載いたしますの

で、ご確認のうえでご入金をお願いいたします（3 月 25 日以降掲載予定）。学費の入金期限は 4 

月 6 日です。ウェブサイト掲載から学費納入期限までが短いので十分ご注意ください。確認前に学

費を入金いただき、万が一再指定が認められなかった場合につきましては、ご対応いたしかねます

ので、あらかじめご了承ください。）。 

 

受講期間 

修士選科生 2026 年度第 1 学期および 2026 年度第 2 学期（2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 

月31 日） 

修士科目生 2026 年度第 1 学期（2026 年 4 月1 日から 2026 年 9 月 30 日） 

 

開設講座と科目群 

＊＊＊＊＊ 

対象学生種 修士選科生 

講座名（指定講座番号）社会経営コース（1220099 − 0510012 − 6） 

科目群 研究指導を除く2026 年度「社会経営科学プログラム」の開設科目 

 

対象学生種 修士科目生 

講座名（指定講座番号）社会経営（短期養成）コース（1220099 − 0210012 − 6）  

科目群 研究指導を除く2026 年度「社会経営科学プログラム」の開設科目 

 

対象学生種 修士選科生 

講座名（指定講座番号）臨床心理コース（1220099 − 0510022 − 9） 

科目群 臨床心理基礎実習、臨床心理査定演習、臨床心理実習、研究指導を除く 2026 年度「臨床

心理学プログラム」の開設科目 

 

対象学生種 修士科目生 

講座名（指定講座番号）臨床心理（短期養成）コース（1220099 − 0210022 − 9） 

科目群 臨床心理基礎実習、臨床心理査定演習、臨床心理実習、研究指導を除く 2026 年度「臨床心

理学プログラム」の開設科目 

 

＊＊＊＊＊ 



コースの趣旨 

 

社会経営 公共機関、NGO・NPO、企業等で国際標準のマネジメント能力や政策立案能力を備えた指

導的人材の育成を目的とします。 

 

臨床心理 現代では、教育、医療・保健、福祉、司法、労働、産業等、さまざまな活動分野におい

て心の問題への専門的な理解が不可欠となっています。本コースでは、心の問題について専門的な

理解をするための基礎的な知識の習得を目指します。 

 

受講に必要な手続き 

インターネット出願 出願情報入力画面で基本情報を入力する際、「教育訓練給付制度厚生労働大

臣指定講座」欄の希望講座を選択してください。 

郵送による出願 巻末に綴じ込みの修士選科生・修士科目生用出願票の表面、「教育訓練給付制

度」欄をご記入ください。 

 

講座修了条件 

 

対象学生種 修士選科生 

条件 受講期間中に、受講講座の科目群より 4 科目（本学大学院修士課程において既に単位を 

修得済みの科目は対象外）以上選択し、4 科目以上の単位を修得。 

※受講期間中に4 科目以上を修得できず、2027 年度第 1 学期の再試験の結果、4 科目以 

上の単位を修得した方も、修了とします（再試験を受ける為には、2027 年度第 1 学期 

に放送大学に大学院修士課程の学生として入学する必要があります）。 

※ 2026 年度第 1 学期のみで 4 科目以上の単位を修得した場合でも、受講期間は短縮されませ

ん。 

 

対象学生種 修士科目生 

条件 受講期間中に、受講講座の科目群より 2 科目（本学大学院修士課程において既に単位を 

修得済みの科目は対象外）以上選択し、2 科目以上の単位を修得。 

※受講期間中に 2 科目以上を修得できず、2026 年度第 2 学期の再試験の結果、2 科目以上の単位

を修得した方も、修了とします（再試験を受ける為には、2026 年度第 2 学期に放送大学に大学院

修士課程の学生として入学する必要があります）。 

＊＊＊＊＊ 

受講講座を修了した方には、「教育訓練給付金申請書」、「教育訓練修了証明書」、「領収済証明

書」を学習センター支援室より送付します。 

修了できなかった方（再試験の方を含む）には、最終的に修了できなかった場合に通知します。 

受講期間終了日の 7 日後までに上記の書類が届かない場合は、必ず本部学習センター支援室学生支

援係お問い合わせフォーム(https://forms.gle/zsq8WkQJ583uLcwRA) まで連絡してください。 

 

注意事項 

既に単位を修得した科目および 2026 年度第 1 学期に再試験受験予定の科目は対象外です。 

再試験受験資格を得るために支払った入学料は、給付金支給対象とはなりません。 

給付講座を複数受講しても、支給申請できるのはひとつの講座のみです（大学教養学部と大学院修

士課程の両方を受講した場合も同様です）。 

受講修了後、給付対象となる経費の 20 ％（上限 10 万円）が、ハローワークへの申請により給付

されます。 

本講座の受講を修了した全ての方にアンケートを依頼しますので、必ずご回答ください。 

 

2．現職教員等が専修免許状を取得するための利用（ご利用の方のみお読みください） 

現職教員等の方が各都道府県教育委員会の行う教育職員検定により上位の免許状（専修免許状）を

取得しようとする場合に、各都道府県教育委員会の判断により本学大学院修士課程の科目を利用で

きることがあります。 

※ 1 種免許状をお持ちの方が専修免許状を取得する場合に、利用できることがあります。 



※ 2 種免許状をお持ちの方が1 種免許状を取得する場合は、本学教養学部の科目を利用してくださ

い。 

上位の免許状取得には、所定の在職年数が必要です。 

※ 1 種免許状をお持ちの方が上記方法で専修免許状を取得する場合には、教員として在職年数 3 

年以上、大学院修士課程における最低修得単位数は 15 単位が必要とされています。 

 

1 種免許状＋在職年数 3 年以上 最低修得単位 15 単位→専修免許状取得 

※教育職員検定による免許状の取得についての詳細は、本学ウェブサイトをご覧ください。 

 https://www.ouj.ac.jp/reasons-to-choose-us/in-service-teacher/ 

 

免許状取得に必要な科目・単位数の詳細は、申請を行う各都道府県教育委員会に必ず事前に確認し

てください。 

 

https://www.ouj.ac.jp/reasons-to-choose-us/in-service-teacher/

